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の情報を全世界の人が見ることが可能なの

です。その事業者の代表格は、Airbnb（エ
アービーアンドビー）と言って、2014 年 5
月に日本にも進出しました。すでに日本国

内で 2 万 1 千件もの「貸したい情報」が登
録されているそうです。たとえば 5 万円の
貸室でも、1 日 3000 円～ 4000 円で貸し出
すと、稼働率が半分でも 4 万 5 千円から 6
万円の収入になります。７割の稼働なら 8
万を超す収入になるので、ただの空室対策

というよりは、積極的に収入アップを狙っ

たビジネスとなっています。

オーナーとしてどうするか？

さて、賃貸経営のオーナーとして、このニ

ュースを、どのように捉えればよいのでし

ょうか。もうすでに管理会社さんから、何

らかの情報が入っているはずですが、いか

がでしょうか。もし、

オーナーさんが規制の

緩和を待って、空室を

外国人観光客に短期貸

しした場合、メリット

とデメリットの両面が

考えられます。メリッ

トは、空室が埋まることです。場合によっ

ては一般賃貸よりも多くの収入が得られる

可能性もあります。デメリットとして考え

られるのは、衛生面や宿泊者の安全確保で

す。犯罪が起きないか、という観点での懸

念もありますし、近隣トラブルの増加が予

想されます。実際に報告されている事例に

は、部屋に調理の臭いがついてしまい、多

額のリフォーム費用がかかってしまったと

か、室内でスーツケースを引きずったため

に、フローリングがボロボロになったとか、

室内でパーティーのように騒がれたり、と

いう事態も起こっているようです。最悪な

のは、優良入居者が退去してしまうことで

しょう。

もし、民泊を活用するのでしたら、大阪府

の条例のように、滞在者のパスポートを確

認して、一定期間以上の滞在しか受け付け

ない、等の取り決めを、最低でも検討する

必要があります。そんなことより、「民泊

なんかに貸さない！」というオーナーさん

も多いと思われますが、もうひとつ、注意

をしなければならないことがあります。そ

れは、賃貸物件の「不正使用」です。

不正使用を許さない！

いま、自分が住まないのに貸室を借りて、

それを外国人旅行者に転貸して、そこで収

益をあげる人たちがいます。無断でそのよ

うな行為をされて、優良入居者が退去して

しまったら、被害を受けるのはオーナーだ

けということになります。すでにインター

ネットでは、「外国人旅行者に転貸して、

月に 500 万円の収益を毎月稼いでいる」と
豪語している人も登場しています。「自分

も楽に稼ぎたい」という者が、後から続く

のではないかと心配になります。全国で頻

発しているほどの事態ではないにしても、

そのような輩（やから）は、これから、さ

らに増えていくでしょう。旅行業法や関連

法のルール整備によって民泊ビジネスが合

法化されれば、さらに増えることが予想さ

れます。いま、ご所有の物件で、知らない

うちに民泊に利用されていないかどうか、

管理会社や客付け業者さんに確認したり、

相談されてはいかがでしょう。そして今後

は、入居する理由をしっかり確認して、理

由が曖昧なら問い質すなど、水際での防御

に気を付けるようにしてください。

積極的に活用するには

さて、この民泊を、空

室対策として積極的に

「活用しよう」という考

えもあります。もちろん、

民泊が合法化されている

ことが前提です。たしか

に、ホテルや旅館以外の

宿泊先を望む旅行者が増え、一方で空き家

や空室の増加が問題になっています。その

両方を簡単に結びつける方法が存在するの

ですから、旅行者に民泊させるのは、双方

の問題を解決する「ひとつの策」ではあり

ます。

大手管理会社の中には、すでに民泊を活

用するための準備を進めているところがあ

ります。まず最初は、サブリースしている

物件から導入していくのでしょう。賃貸物

件を民泊に活用するには、課題は確かに山

積ですが、それらを解決していくのが事業
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というものです。空室を解消する手段とし

て、民泊需要を見過ごすわけにはいかない、

と考えているのです。もし観光地が近く、

需要が望めるような条件なら、「一棟丸ご

と民泊物件」として活用することは可能で

しょう。大学が移転してガラ空きになった

物件とか、社宅で貸していた建物が解約で

戻ってきた物件とか、あるいは一戸建て貸

家などは、この民泊は活用できるのではな

いでしょうか。ただし、ファミリーやカッ

プル世帯向けで、一般の入居者さんが住ん

でいる物件を、外国人の民泊に利用するこ

とは、相当の注意が必要です。安易な導入

はお勧めできません。もしかすると、「外

国人旅行者のことなど自分には関係ない」

と思われるかもしれませんが、賃貸経営の

オーナーとして、この「民泊の推進」とい

う事態が日本で進んでいることは、知って

おいていただきたいと思います。少なくと

も不正使用は防がなければなりませんし、

空室対策として活用できるかどうかの検討

もすべきだと思います。

2016 年は「民泊」の情報を聞き逃さな
いようにしてください。

贈与による相続対策とは

今回は「相続対策としての贈与」につい

て解説いたします。

贈与とは、祖父母や両親などが、自分の

財産を無償で、子や孫などに与える意思表

示をして、それを相手が受諾することによ

って成立する契約です。親などが贈与をす

ると相続財産が減り

ますので、子供など

の相続人が負担する

相続税を減らすこと

ができます。ただし、

贈与にも贈与税が発

生します。贈与税と

は、贈与を受けた側、つまり子や孫が払う

税金です。たしかに生前に相続財産を減ら

せば相続税は減るのですが、一方で贈与税

が発生しますので、両方の合算で税負担が

減るようにバランスを取ることが大切で

す。

年間110万円までは非課税

贈与税は、1 年につき 110 万円までは非
課税となりますので、これを活用するのが

広く行われている対策です。親が子に、毎

年 110 万円ずつ贈与を続ければ、10 年で
1100 万円の現金を、税金がかからずに移
転することができます。ただし、子供に小

遣いとして渡すのではないので、浪費され

ないように、通帳や印鑑を親が保管するこ

とがよくあります。この場合は、親は贈与

した「つもり」でも、法的には贈与が成立

していないことがあるので注意が必要で

す。たとえば、親が子のために毎年 110 万
円ずつを、子名義の定期預金に積み立てて、

10 年後に他界したとします。この印鑑と
通帳は親が管理していました。この場合、

1100 万円の定期預金は親の預金と見なさ
れて、親の相続財産として、相続税が課税

されることになってしまいます。この預金

のことを「名義預金」といって、親が子の

名義を借りているだけ、と判断されます。

「あげる」側と「もらう」側の両方がその

意思を示していることが、この「贈与によ

る対策」の条件となるのです。

この贈与を完全にするには、まず「贈与契

約書」を作成して、お互いの意思を明確に

示すこと。そして、振込などの事実を通帳

に残すことです。さらに、通帳や印鑑やキ

ャッシュカードの管理は、贈与を受けた人

が行い、定期預金の書き換えなども、贈与

を受けた人が行う必要があります。筆跡ま

でも調べられることがあるからです。しか

し、もらう側が受け取る意思を「示してい

る」ことを要件と説明しましたが、幼い子

供や０歳の赤ちゃんの場合はどうなのでし

ょうか。この場合でも、贈与契約書にその

旨を書いて、親権者を立てて、成人するま

で通帳や印鑑を管理することで、「贈与は

成立する」と解釈されています。

ただし、相続が起こったときは、その 3 年
以内に行われた贈与については、贈与した

財産も、一度相続財産に戻して計算しなけ

ればなりません。もちろん、すでに支払



-4-

った贈与税があれば、相続税として支払う

べき税金から差し引くことができます。

では、現金の贈与は年間 110 万円以下と
した方がいいのか？というと、そうとも限

りません。相続税対策のために贈与を行う

のでしたら、たとえ贈与税を負担しても、

その額が予定される相続税より少ない場合

は節税効果が見込めます。たとえば、親か

ら 20 歳以上の子の贈与などの場合は、年
間で 600 万円までは、「実際の税率」は 12
％前後になりますので、大きな負担でもあ

りません。大切なことは、贈与税と相続税、

それぞれの税率を計算して、比較してみる

ことです。

相続時精算課税の贈与

もうひとつ、特筆すべき制度として、2500
万円まで贈与税がかからない「相続時精算

課税」の贈与があります。この「相続時精

算課税」とは、祖父母または両親が子供や

孫へ贈与する制度です。祖父母または両親

が、贈与した年の 1 月 1 日時点で 60 歳以
上であり、子や孫が同じく 1 月 1 日時点で
20 歳以上であることが要件となります。
特別控除額 2500万円までに達するまでは、
年をまたいで贈与しても、贈与税はかかり

ません。2500 万円を
超えた分に対しては

20 ％の贈与税がかか
りますが、通常の贈

与よりも税率は格段

と下がります。この

贈与税は永久に払わ

なくてよいのか、というと、そうではあり

ません。この制度を使った贈与は、贈与者

が死亡した時の相続税の計算対象となり、

この時点で支払った贈与税と相続税を比較

することになります。支払った贈与税が相

続税より多ければ還付、足らなければ、そ

の差額を納付することになります。「では、

意味が無いではないか」と思うかもしれま

せんが、生前に多額の資産を移転できれば、

その資産が資産を生むことで、もっと多く

の価値を移転することができます。その資

金は、相続税を支払う原資として、準備す

ることもできるのです。この制度を使って

最も得をするケースは、値上がりする財産

を贈与する場合です。なぜならば、相続税

は贈与時の価格で固定されて計算されるか

らです。贈与時の価格が 1000 万円で、相
続時に 1200 万円に上がっていても、1000
万円で相続税を計算すればよいのです。

その他の贈与による対策

以上の方法以外には、婚姻期間が 20 年
を過ぎた配偶者に、自宅の土地建物などを

贈与するという方法があります。2000 万
円までは贈与税がかかりません。この特例

を使った贈与は、相続開始 3 年以内であっ
ても相続税の対象にはなりません。極端な

話をすれば、亡くなる

前日でも行うことがで

きる対策です。別の制

度ですが、 2014 年か
ら、祖父母から孫への

教育資金の贈与につい

ては、 1500 万円まで
が非課税となりました。利用するには、信

託銀行などで受贈者名義の「教育資金口座」

を開設し、30 歳で口座を精算して、その
時点で残高があれば贈与税の対象となる、

などの制限があります。そして、祖父母や

両親から、住宅取得資金の贈与を受けた場

合は一定の金額が非課税になるという「住

宅資金贈与」という制度があり、「相続時

精算課税制度」と組み合わせて使うことも

可能です。ちなみに、以上の 3 つの「贈与
の特例」も、相続開始前 3 年以内でも相続
財産に取り込まれませんので、相続税を払

う必要はありませんし、他の相続人に知ら

れずに行うこともできます。

最後に、賃貸物件を生前に贈与する方法で

す。たとえば 1000 万円の現金を贈与する
と、額面通りに贈与税がかかりますが、同

じ 1000 万円の価値でも賃貸建物は、低く
評価されます。ご存じの通り、建物は固定

資産税評価額で評価されますので、実際の

価値の６割程度となります。さらに、賃貸

建物は借家権を考慮して７割評価となるの

で、実際には 400 万円程度の財産を贈与し
たと見なされます。しかも、贈与された側

は、その賃貸建物からの収入を、相続税の

納税資金の原資として備えておくことがで

きるのです。
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賃貸物件の空室対策として民泊が活用できるのか？を

検証してみたいと思います。

民泊ビジネスとは

最近、話題になっている民泊とは、外国

人観光客を、個人が住宅の空室やマンショ

ンの部屋などに「有料で」泊める行為のこ

とを指します。その背景には、日本を訪問

する外国人観光客が増えていて宿泊施設が

足らない、という事情があります。外国人

旅行者の方でも、予算面の問題や、洋風の

ホテルより畳の部屋など「日本の文化を感

じたい」という要望もあり、民泊への需要

が高いようです。一方の供給側には、増え

続ける賃貸物件の空室問題があります。

ご存じの通り、この

民泊行為は旅館業法と

いう法律に触れていま

す。この法律は、「有

料で宿泊させる場合

は、フロントの設置や

寝室の面積など、必要

な施設が一定の基準を満たさなければなら

ない」、と定めているのです。ただ、この法

律は一般に認識されていないためか、違法

の民泊ビジネスが増えていて、東京では逮

捕者まで出る事態になっています。

今後は規制緩和の方向へ

これに対して政府には、外国人観光客を

もっと増やしたいという事情があり、その

宿泊先として「民泊を活用したい」という

いま、民泊が注目されている理由とは

思惑がありますので、今後は民泊ビジネス

を適正化していく方針です。具体的には、

民泊に特化した新しい法律を制定するか、

現在の旅行業法を改正して、営業種別に「民

泊営業」というものを追加する案などが取

りざたされています。

ただし、現状ではあきらかに違法行為で

すので、いま無許可で行うと、見つかれば

指導されて、従わなければ処罰されること

になります。この民泊ビジネスを適正化す

るルール策定は、2016 年の秋頃までとも言
われていますが、もっと早まるかもしれま

せん。一方で、国家戦略特区として旅館業

法の適用が除外される地域を指定していま

すが、東京都大田区と大阪府が名乗りをあ

げていて、2016 年 1 月から全国に先駆けて
解禁される予定です。その場合でも、立ち

入り調査を実施し、滞在者名簿を義務化し、

滞在者のパスポートを確認させ、６泊７日

以上の長期滞在を条件とする、などの制約

を設けています。

Airbnb（エアービーアンドビー）とは

では外国人は日本を訪れる前に、どのよ

うにして日本国内の民泊物件を知るのかと

いうと、それを仲介する事業者がいて、イ

ンターネット上で簡単に探せるサイトを運

営しています。貸したい個人が自分の部屋

を無料で簡単に登録することができ、そ

今月のトピックス ●空室対策実践塾 「いま、注目されてい“民泊”とは」

●ワンポイント税務 「贈与による相続対策とは」


